
鳥取市障がい者雇用奨励金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、鳥取市障がい者雇用奨励金（以下「本奨励金」という。）の交付に

ついて、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 

（交付目的）  

第２条 本奨励金は、国が実施する試行雇用事業（以下「トライアル雇用事業」という。）

に基づき試行的に雇用した障がい者を、事業者が引き続き常用雇用者として雇用する

ことを奨励することにより、障がい者の雇用の促進と安定を図ることを目的として交

付する。  

 

 （奨励金の交付）  

第３条 市長は、次条に定める対象労働者を新たに雇用した事業者に対し、予算の範囲

内で奨励金を交付するものとする。  

 

（対象労働者）  

第４条 対象労働者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

（１）鳥取市に住所を有する者  

（２）トライアル雇用事業において試行雇用された障がい者（障害者の雇用の促進等に

関する法律第２条第１項に定める障害者及びそれ以外の障害者）であって、試行

雇用期間後に常用雇用（原則として期間の定めのない雇用であって、１週間の所

定労働時間が２０時間以上の雇用をいう。）に移行した者  

 

（交付対象者）  

第５条 本奨励金の交付の対象となる事業者（以下「交付対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。  

（１）本市に事業所を有する者であること。  

（２）前条に定める者を雇用し、申請日において継続して雇用していること。  

（３）市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。  

 

（奨励金の額）  

第６条 本奨励金の額は、対象となる常用雇用者１人につき５万円とする。  

 

（交付申請）  

第７条 本奨励金の交付を受けようとする者は、対象となる常用雇用者を雇用した日か

ら３か月を経過した日以後３か月以内に、規則第４条に規定する申請書に、次に掲げ



る書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

 （１）雇用確認書（様式第 1 号）  

（２）市税等納付状況確認同意書（様式第 2 号）  

（３）その他市長が必要と認める書類  

 

（着手届の提出）  

第８条 本助成金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める

場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。  

 

（実績報告）  

第９条 本助成金の交付に係る事業は、規則第１２条ただし書に規定する市長が指定す

る補助事業等とし、同条に規定する実績報告書の提出は要しないものとする。  

 

（その他）  

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、経済観光部長が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則  

この要綱は、令和２年５月１３日から施行し、令和２年度事業から適用する。 

 

   附 則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  



様式第 1号（第７条関係） 

 

雇用確認書 

 

対 象 労働 者 を 

雇用した事業所 

所在地  

名 称  

対 象 労 働 者 

住 所 鳥取市 

氏 名  

生年月日  

トライアル

雇用の期間 
令和  年  月  日～令和  年  月  日

常用雇用 

開始日 
 

雇用条件 

就業時間 

週休 

１週間当たりの所定労働時間 

本人 

確認欄 

【必ず本人が署名してください】 

上記の各項目について確認しました。 

令和  年  月  日 

 

住所 

氏名                

【添付書類】 

 ○トライアル雇用結果報告書の写し 

 ○試行雇用奨励金支給決定通知書の写し 

 ○市税等納付状況確認同意書（様式第 2 号） 

 ○同意書 

 ○その他市長が必要と認める書類 

 



様式第 2 号（第 7 条関係） 

年  月  日  

鳥取市長 様           

申請者  住 所    

氏 名            ○印  

（※自署の場合は押印不要） 

 

 

市税等納付状況確認同意書 

 

 私は、鳥取市障がい者雇用奨励金の交付申請に伴い、私の市税等（市税・下水道使用料・

下水道受益者負担金）の納付状況について、鳥取市が確認することに同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


